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臨臨
時時
福福
祉祉
給給
付付
金金
等等
〜〜
まま
もも
なな
くく
受受
付付
開開
始始

○
問
い
合
わ
せ
先　

座
間
市

臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー　

1
0
4
6（
2

5
7
）
7
0
7
0
（
フ
リ

ー
ダ
イ
ヤ
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）

※
受
け
付
け
は
、土
曜
・
日
曜

日
、祝
・
休
日
を
除
く
午
前
８

時　

分
〜
午
後
５
時　

分
。 

３０

１５

　

市
で
は
、
昭
和　

年
５
月　

５６

３１

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住

宅
を
対
象
に
無
料
耐
震
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
市
で

は
建
物
の
耐
震
診
断
に
つ
い
て
、

電
話
や
訪
問
な
ど
に
よ
る
個
別

の
勧
誘
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

○
と　

き　

９
月　

日
（
土
）

２４

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時

３０

○
相
談
時
間　

約　

分
（
申
込

４５

順
、
時
間
予
約
制
）

○
と
こ
ろ　

東
地
区
文
化
セ
ン

タ
ー
１
階
ホ
ー
ル

○
相
談
員　

神
奈
川
県
建
築
士

事
務
所
協
会　

座
間
支
部
会

員
○
持
ち
物　

受
付
後
に
市
か
ら

送
付
さ
れ
た
書
類
、
確
認
申

請
な
ど
の
図
面
（
略
図
で
も

可
）
、
建
物
状
況
が
分
か
る

写
真
な
ど

○
申
込
方
法　

８
月　

日（
月
）

２９

ま
で
に
電
話
で
担
当
へ

※
次
回
の
相
談
は
、
平
成　

年
２９

２
月
下
旬
に
予
定
し
て
い
ま
す
。 

【
木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
相
談

を
受
け
た
方
に
対
す
る
補
助
】

　

市
で
は
木
造
住
宅
の
無
料
耐

担
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築
住
宅
課
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築
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第第
３３
回回

木木
造造
住住
宅宅
無無
料料
耐耐
震震
相相
談談
会会

震
相
談
を
受
け
た
方
に
対
し
次

の
通
り
補
助
し
ま
す
。

▽
耐
震
診
断
を
希
望
す
る
方
＝

耐
震
診
断
費
の
２
分
の
１
（
上

限
５
万
円
）

▽
改
修
計
画
書
の
作
成
を
希
望

す
る
方
＝
改
修
計
画
書
作
成
費

用
の
２
分
の
１（
上
限
５
万
円
）

▽
耐
震
改
修
工
事
を
実
施
す
る

方
＝
耐
震
工
事
費
用
の
２
分
の

１（
上
限　

万
円
）現
場
立
会
い

５０

費
用
の
２
分
の
１
（
上
限
３
万

円
）
、
一
定
の
収
入
に
満
た
な

い
場
合
は　

万
円
加
算
、
市
内

２０

施
工
者
の
場
合
は　

万
円
加
算

２０

※
住
宅
耐
震
改
修
を
し
た
場
合
、 

所
得
税
額
の
特
別
控
除
お
よ
び

固
定
資
産
税
額
の
減
額
措
置
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
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９９
月月
はは
福福
祉祉
月月
間間

高
齢
者
・
障
が
い
者
の

　

高
齢
者
・
障
が
い
者
の

作
品
展

　
　
　
　
　
　
　
　

作
品
展

　
　

歳
以
上
の
方
と
障
が
い
者

６０
（
児
）
の
手
作
り
作
品
を
展
示

し
ま
す
。

○
と　

き　

９
月
２
日
（
金
）

〜
４
日
（
日
）

○
と
こ
ろ　

ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー

ル
座
間
（
市
民
文
化
会
館
）

福
祉
パ
ネ
ル
展

　

福
祉
パ
ネ
ル
展

　

市
福
祉
施
設
・
事
業
な
ど
を

紹
介
し
ま
す
。

○
と　

き　

９
月
２
日
（
金
）

　

市
で
は
、
毎
年
９
月
を
福
祉

月
間
と
定
め
、
福
祉
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

〜
４
日
（
日
）　

○
と
こ
ろ　

市
役
所
ア
ト
リ
ウ

ム

　

老
人
と
園
児
の
集
い

老
人
と
園
児
の
集
い

　

市
内
の
保
育
園
で
歌
や
踊
り
、

ゲ
ー
ム
な
ど
を
行
い
ま
す
。

○
と　

き　

９
月
中
（
各
保
育

園
で
異
な
る
）

健
康
相
談

　

健
康
相
談

　

身
体
測
定
、
尿
検
査
、
血
圧

測
定
、
体
脂
肪
測
定
と
健
康
に

関
す
る
相
談
を
行
い
ま
す
。

○
と　

き　

①
９
月
２
日（
金
）

②　

日
（
火
）
い
ず
れ
も
午

２０
前
９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１０

３０

○
と
こ
ろ　

①
北
地
区
文
化
セ

ン
タ
ー
②
市
民
健
康
セ
ン
タ

ー

　

市
で
は
、
９
月
１
日
か
ら
臨

時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
低
所
得

の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給

者
向
け
の
年
金
生
活
者
等
支
援

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
受
付

を
開
始
し
ま
す
。
対
象
と
思
わ

れ
る
方
に
は
８
月
下
旬
か
ら
順

次
申
請
書
を
発
送
し
ま
す
。

　

支
給
対
象
者

支
給
対
象
者

・
平
成　

年
１
月
１
日
（
基
準

２８

日
）
時
点
で
座
間
市
に
住
民
登

録
が
あ
る
方

・
平
成　

年
度
の
市
民
税
が
非

２８

課
税
の
方
（
市
民
税
課
税
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
方
お
よ
び
基

準
日
時
点
で
生
活
保
護
被
保
護

者
な
ど
は
対
象
外
）

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金

　

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金

受
給
者
向
け
の
給
付
金

受
給
者
向
け
の
給
付
金　

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対

象
者
の
う
ち
、
平
成　

年
５
月

２８

分
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年

金
受
給
者
向
け
の
年
金
生
活
者

等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対

象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

（
低
所
得
の
高
齢
者
向
け
の
年

金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給

付
金
を
受
給
し
た
方
は
対
象 

外
）
。

※
申
請
書
は
臨
時
福
祉
給
付
金

と
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
対
象

と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
そ
の
旨

が
印
字
さ
れ
て
い
ま
す
。

支
給
額

　

支
給
額

○
臨
時
福
祉
給
付
金　

一
人
に

つ
き
３
千
円
（
１
回
限
り
）

○
低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎

年
金
受
給
者
向
け
の
年
金
生
活

者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金　

一
人
に
つ
き
３
万
円
（
１
回

限
り
）

申
請
方
法

　

申
請
方
法

○
申
請
期
間　

９
月
１
日（
木
）

〜　

月
１
日
（
木
）（
必
着
）

１２

○
申
請
先

　

郵
送　

〒
２
５
２－

８
６
６

６
座
間
市
役
所
福
祉
長
寿
課

臨
時
福
祉
給
付
金
担
当
宛
て

　

※
申
請
書
に
同
封
す
る
返
信

用
封
筒
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　

窓
口　

市
役
所
３
階
３－

２

会
議
室
（
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
）

　

※
窓
口
で
の
申
請
は
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
郵
送
に
よ

る
申
請
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

※
出
張
所
な
ど
で
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
。

　

申
請
の
流
れ

申
請
の
流
れ

①
申
請
書
の
入
手　

受
給
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。
対
象
と
な

る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
申
請

書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

②
申
請
書
を
記
入　

必
要
事
項

を
記
入
、
押
印
し
、
必
要
に
応

じ
て
確
認
書
類
を
用
意
す
る
。

③
申
請
書
の
提
出　

申
請
期
間

内
に
返
信
用
封
筒
に
て
郵
送
ま

た
は
直
接
担
当
へ
。

④
給
付
金
を
受
給　

審
査
後
、

受
給
資
格
を
満
た
し
た
方
は
指

定
口
座
に
入
金
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
の
注
意
点

申
請
の
注
意
点

・
市
民
税
の
課
税
状
況
に
つ
い

て
判
断
で
き
な
い
方
に
は
申
請

書
が
郵
送
で
き
ま
せ
ん
。
市
役

所
２
階
市
民
税
課
で
申
告
な
ど

の
必
要
な
手
続
き
を
行
っ
た
上

で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
支
給
は
口
座
振
込
が
原
則
で

す
。
申
請
受
付
か
ら
約
２
カ
月

で
振
り
込
み
ま
す
。

・
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
に

２８

住
民
登
録
し
て
い
た
市
区
町
村

で
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。振

り
込
め
詐
欺
に

　

振
り
込
め
詐
欺
にご

注
意
を

ご
注
意
を　

　

給
付
金
の
支
給
に
関
し
て
、

現
金
自
動
預
払
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

を
操
作
さ
せ
た
り
、
手
数
料
の

支
払
い
を
求

め
た
り
す
る

こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。


